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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　常用照明を行う常用照明装置と、非常用照明を行う非常用照明装置と、前記常用照明装
置及び前記非常用照明装置を互いに隣に並べて収容する器具本体とを備え、
　前記非常用照明装置は、非常用光源ユニットと、非常用電源ユニットと、前記非常用電
源ユニットから供給される電力で前記非常用光源ユニットを点灯する制御装置と、前記非
常用光源ユニットから放射される光が通過する孔を有して前記非常用光源ユニットを覆う
カバーとを備え、
　前記器具本体は、前記常用照明装置及び前記非常用照明装置が並ぶ並び方向における前
記器具本体の一端に第１係止部を有し、
　前記カバーは、カバー本体と、前記第１係止部に保持される第２係止部と、前記第２係
止部が前記第１係止部に保持された状態で前記カバー本体を前記器具本体に固定する固定
部と、を有し、
　前記第２係止部は、前記並び方向における前記カバー本体の一端部に設けられ、
　前記固定部は、前記並び方向における前記カバー本体の前記一端部とは反対側の他端部
に設けられ、
　前記第１係止部及び前記第２係止部の一方は、突片を有し、前記第１係止部及び前記第
２係止部の他方は、前記突片が挿入して係止する凹部と、前記突片の前記凹部への挿入を
案内するガイド部とを有し、
　前記凹部は、第１内周面と、前記第１内周面と対向する第２内周面とを有し、
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　前記ガイド部は、前記凹部の前記第１内周面と連続する一面を有し、前記第１内周面と
前記第２内周面とが対向する対向方向において、前記ガイド部の前記一面と前記第２内周
面との距離が、前記第１内周面と前記第２内周面との距離よりも大きい
　ことを特徴とする照明器具。
【請求項２】
　前記第１係止部は、前記突片を有し、前記突片は、前記並び方向に沿って前記非常用光
源ユニットに近づく向きに突出し、
　前記第２係止部は、前記凹部と前記ガイド部とを有し、前記ガイド部の前記一面は、傾
斜面であり、
　前記傾斜面は、前記カバーが前記非常用光源ユニットを覆った状態において、前記カバ
ー本体から離れるほど前記器具本体の前記一端に近づくように、前記並び方向に対して傾
斜している
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明器具。
【請求項３】
　前記カバー本体は、前記カバーが前記非常用光源ユニットを覆った状態において前記突
片と対向する対向面を前記一端部に有し、
　前記第２係止部は、前記対向面から離れる方向に突出する爪状突起を有し、
　前記爪状突起は、前記カバーが前記非常用光源ユニットを覆った状態において前記対向
面との間で前記突片を挟み込む一表面を有し、
　前記凹部の前記第１内周面は、前記爪状突起の前記一表面によって構成され、前記凹部
の前記第２内周面は、前記対向面によって構成されている
　ことを特徴とする請求項２に記載の照明器具。
【請求項４】
　前記爪状突起は、前記カバー本体と一体となって形成されている
　ことを特徴とする請求項３に記載の照明器具。
【請求項５】
　前記爪状突起は、少なくとも２つ設けられている
　ことを特徴とする請求項３又は４に記載の照明器具。
【請求項６】
　前記２つの爪状突起は、前記並び方向及び前記対向方向に直交する前記器具本体の幅方
向における、前記対向面の両端にそれぞれ配置されている
　ことを特徴とする請求項５に記載の照明器具。
【請求項７】
　前記爪状突起の少なくとも一部は、前記孔が貫通する貫通方向に沿って見たときに、前
記カバー本体と重なる位置に設けられている
　ことを特徴とする請求項３～６のいずれか１項に記載の照明器具。
【請求項８】
　前記第２係止部は、前記カバーが前記非常用光源ユニットを覆った状態において前記並
び方向に沿って前記非常用光源ユニットから離れる向きに突出する補助突片を、さらに有
し、
　前記補助突片は、前記並び方向及び前記対向方向に直交する前記器具本体の幅方向にお
いて、前記凹部と並んで配置され、
　前記第１係止部は、前記補助突片が挿入して係止する補助凹部と、前記補助突片の前記
補助凹部への挿入を案内する補助ガイド部とを、さらに有し、
　前記補助凹部は、第１補助内周面と、前記第１補助内周面と対向する第２補助内周面と
を有し、
　前記補助ガイド部は、前記補助凹部の前記第１補助内周面と連続する補助傾斜面を有し
、前記第１補助内周面と前記第２補助内周面とが対向する対向方向において、前記補助傾
斜面と前記第２補助内周面との距離が、前記第１補助内周面と前記第２補助内周面との距
離よりも大きく、
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　前記補助傾斜面は、前記カバーが前記非常用光源ユニットを覆った状態において、前記
非常用光源ユニットに近づくほど前記カバー本体から離れるように、前記並び方向に対し
て傾斜している
　ことを特徴とする請求項２～７のいずれか１項に記載の照明器具。
【請求項９】
　前記第２係止部は、前記突片を有し、前記突片は、前記カバーが前記非常用光源ユニッ
トを覆った状態において前記並び方向に沿って前記非常用光源ユニットから離れる向きに
突出し、
　前記第１係止部は、前記凹部と前記ガイド部とを有し、前記ガイド部の前記一面は、傾
斜面であり、
　前記傾斜面は、前記カバーが前記非常用光源ユニットを覆った状態において、前記非常
用光源ユニットに近づくほど前記カバー本体から離れるように、前記並び方向に対して傾
斜している
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明器具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に照明器具に関し、より詳細には、常用照明と非常時照明を行う照明器
具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来例として、特許文献１記載の照明器具を例示する。この従来例は、器具本体と、常
用照明用の常用光源ユニットと、非常時照明用の非常用照明装置とを備えている。器具本
体は、下面が開口する長尺かつ矩形の箱形に形成されている。常用光源ユニットは、複数
のＬＥＤモジュールと、各ＬＥＤモジュールが取り付けられる取付部材と、各ＬＥＤモジ
ュールを覆うようにして取付部材に取り付けられるカバーと、各ＬＥＤモジュールを点灯
する電源装置とを備えている。常用光源ユニットは、器具本体の下面からカバーを露出す
るようにして器具本体内に収容される。
【０００３】
　非常用照明装置は、非常用光源ユニットと、制御装置とを備える。非常用光源ユニット
は、ＬＥＤモジュール、レンズ、カバー、非常用電源（蓄電池）などを備える。ＬＥＤモ
ジュールの前方にレンズが配置される。カバーは、レンズを前方に露出するようにしてＬ
ＥＤモジュールの前方に配置される。非常用電源は、ＬＥＤモジュールの後方に配置され
ている。制御装置は、常用電源から供給される電力で非常用電源を充電する充電回路と、
常用電源の停電時に非常用電源を電源としてＬＥＤモジュールを点灯させる非常用電源回
路とを備える。また、制御装置は、点検スイッチによる操作入力を受け取って点検動作を
行う制御回路を備える。常用電源は、例えば、常用光源ユニットの電源装置に給電する電
源（商用の交流電源）である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１３４２０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、この従来例では、非常用照明装置のカバーが、器具本体に対して、ばね部材
を用いて固定されている。すなわち、カバーの一端部を、器具本体にねじ止めされたばね
部材に嵌め合わせ、さらにカバーの他端部を器具本体に対してねじ止め固定している。し
たがって、カバーとばね部材の両方を器具本体にねじ止めするという作業が必要となり、
作業性が悪かった。
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【０００６】
　本発明は上記事由に鑑みてなされ、カバーの取付け作業性を向上することができる照明
器具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様に係る照明器具は、常用照明を行う常用照明装置と、非常用照明を行う
非常用照明装置と、前記常用照明装置及び前記非常用照明装置を互いに隣に並べて収容す
る器具本体とを備える。前記非常用照明装置は、非常用光源ユニットと、非常用電源ユニ
ットと、制御装置と、カバーとを備える。前記制御装置は、前記非常用電源ユニットから
供給される電力で前記非常用光源ユニットを点灯する。前記カバーは、前記非常用光源ユ
ニットから放射される光が通過する孔を有して前記非常用光源ユニットを覆う。前記器具
本体は、前記常用照明装置及び前記非常用照明装置が並ぶ並び方向における前記器具本体
の一端に第１係止部を有する。前記カバーは、カバー本体と、前記第１係止部に保持され
る第２係止部と、前記第２係止部が前記第１係止部に保持された状態で前記カバー本体を
前記器具本体に固定する固定部と、を有する。前記第２係止部は、前記並び方向における
前記カバー本体の一端部に設けられている。前記固定部は、前記並び方向における前記カ
バー本体の前記一端部とは反対側の他端部に設けられている。前記第１係止部及び前記第
２係止部の一方は、突片を有する。前記第１係止部及び前記第２係止部の他方は、前記突
片が挿入して係止する凹部と、前記突片の前記凹部への挿入を案内するガイド部とを有す
る。前記凹部は、第１内周面と、前記第１内周面と対向する第２内周面とを有する。前記
ガイド部は、前記凹部の前記第１内周面と連続する一面を有する。前記第１内周面と前記
第２内周面とが対向する対向方向において、前記ガイド部の前記一面と前記第２内周面と
の距離が、前記第１内周面と前記第２内周面との距離よりも大きい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は、カバーの取付け作業性を向上することができる、という利点がある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１Ａは、本発明の一実施形態に係る照明器具の第１の状態における一部破断し
た要部側面図である。図１Ｂは、同上の照明器具の第２の状態における一部破断した要部
側面図である。
【図２】図２Ａは、図１Ａの要部拡大図である。図２Ｂは、図１Ｂの要部拡大図である。
【図３】図３は、同上の照明器具の要部の下方から見た分解斜視図である。
【図４】図４は、同上の照明器具における非常用照明装置のカバーの上方から見た斜視図
である。
【図５】図５は、同上の照明器具の下方から見た分解斜視図である。
【図６】図６Ａは、同上の照明器具の正面図である。図６Ｂは、同上の照明器具の平面図
である。図６Ｃは、同上の照明器具の左側面図である。
【図７】図７は、同上の照明器具における非常用照明装置の下方から見た斜視図である。
【図８】図８Ａは、同上の照明器具における非常用照明装置の正面図である。図８Ｂは、
同上の照明器具における非常用照明装置の平面図である。図８Ｃは、同上の照明器具にお
ける非常用照明装置の右側面図である。
【図９】図９Ａは、同上の照明器具における非常用照明装置の背面図である。図９Ｂは、
同上の照明器具における非常用照明装置の下面図である。
【図１０】図１０は、同上の照明器具における非常用照明装置の下方から見た分解斜視図
である。
【図１１】図１１は、同上の照明器具における非常用照明装置の断面図である。
【図１２】図１２は、同上の照明器具における非常用照明装置の下方から見た分解斜視図
である。
【図１３】図１３は、同上の照明器具における非常用光源ユニット及び制御装置の下方か
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ら見た分解斜視図である。
【図１４】図１４は、同上の照明器具における非常用電源ユニットの下方から見た分解斜
視図である。
【図１５】図１５は、同上の照明器具における第１変形例の一部破断した要部側面図であ
る。
【図１６】図１６は、同上の照明器具における第２変形例の要部の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（１）概要
　以下に説明する構成は、本発明の一例に過ぎず、本発明は、下記の構成に限定されるこ
とはなく、下記の構成以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれ
ば、設計等に応じて種々の変更が可能である。
【００１１】
　本実施形態の照明器具１は、一例として、執務室などの天井に直付けされる天井直付け
形の照明器具であることを想定する。ただし、照明器具１は、この限りではなく、天井埋
込形の照明器具又は壁に取り付けられる照明器具であってもよい。本実施形態の照明器具
１は、例えば図５に示すように、常用照明を行う常用照明装置２と、非常用照明を行う非
常用照明装置３と、常用照明装置２及び非常用照明装置３を互いに隣に並べて収容する器
具本体１０とを備えている。
【００１２】
　非常用照明装置３は、図７～図１２に示すように、非常用光源ユニット４と、非常用電
源ユニット５と、制御装置６と、カバー７とを備えている。制御装置６は、非常用電源ユ
ニット５から供給される電力で非常用光源ユニット４を点灯する。
【００１３】
　カバー７は、非常用光源ユニット４から放射される光が通過する孔７１１を有して非常
用光源ユニット４を覆う。器具本体１０は、常用照明装置２及び非常用照明装置３が並ぶ
並び方向における器具本体１０の一端（左端）に第１係止部１００を有する。ここで言う
「並び方向」とは、図５では左右方向に相当する。
【００１４】
　カバー７は、カバー本体７０と、第１係止部１００に保持される第２係止部７４と、第
２係止部７４が第１係止部１００に保持された状態でカバー本体７０を器具本体１０に固
定する固定部７５と、を有する。本実施形態では、固定部７５は、矩形板状に形成されて
いて、ねじ１６（図１Ｂ参照）が挿入されるねじ挿通孔７５０（図３参照）を有する。
【００１５】
　第２係止部７４は、並び方向におけるカバー本体７０の一端部（左端部）に設けられて
いる。固定部７５は、並び方向におけるカバー本体７０の一端部とは反対側の他端部（右
端部）に設けられている。
【００１６】
　第１係止部１００及び第２係止部７４の一方は、突片を有している。第１係止部１００
及び第２係止部７４の他方は、この突片が挿入して係止する凹部と、この突片の凹部への
挿入を案内するガイド部とを有している。本実施形態では、図２Ａ及び２Ｂに示すように
、第１係止部１００が、突片１３０を有し、第２係止部７４が、突片１３０が挿入して係
止する凹部７１９と、突片１３０の凹部７１９への挿入を案内するガイド部７４０Ｂとを
有している。
【００１７】
　凹部７１９は、第１内周面と、第１内周面と対向する第２内周面とを有している。本実
施形態では、図２Ａ及び２Ｂに示すように、第１内周面は、爪状突起７４０の一表面７４
０２に相当し、第２内周面は、カバー本体７０の第１側壁部７１Ａの上端面７１８に相当
する。ガイド部７４０Ｂは、凹部７１９の第１内周面（一表面７４０２）と連続する一面
を有している。本実施形態では、当該一面は、一例として、傾斜面７４０１である。
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【００１８】
　第１内周面（一表面７４０２）と第２内周面（上端面７１８）とが対向する対向方向（
上下方向）において、ガイド部７４０Ｂの傾斜面７４０１と上端面７１８との距離が、一
表面７４０２と上端面７１８との距離よりも大きい。
【００１９】
　このような構造により、第２係止部７４は、例えば、第１の状態（図１Ａ参照）から、
図１Ａの矢印で示されるように、第２係止部７４を軸にカバー本体７０を変位させること
により、第２の状態（図１Ｂ参照）へ移ることで、第１係止部１００に係止する。第１の
状態とは、カバー本体７０が並び方向に対して傾斜し第２係止部７４と第１係止部１００
とが接触した状態である。第２の状態とは、カバー７が非常用光源ユニット４を覆った状
態である。なお、以下では、説明の簡略化のため、図１Ａに示す状態を第１の状態とよび
、図１Ｂに示す状態を第２の状態と呼ぶ。なお、図２Ａは、図１Ａの要部（点線で描かれ
た円形部分）の拡大図で、図２Ｂは、図１Ｂの要部（点線で描かれた円形部分）の拡大図
である。
【００２０】
　（２）詳細
　（２．１）全体構成
　以下、本実施形態の照明器具１について、図１～図１４を参照して詳しく説明する。以
下では、特に断りの無い限り、照明器具１の上下、左右、前後の方向を、図５に図示され
ている上下、左右、前後の矢印を用いて規定して説明する。
【００２１】
　本実施形態の照明器具１は、「（１）概要」の欄で説明したように、常用照明を行う常
用照明装置２と、非常用照明を行う非常用照明装置３と、常用照明装置２及び非常用照明
装置３を収容する器具本体１０とを備えている。
【００２２】
　（２．２）器具本体
　器具本体１０は、金属材料によって長尺の箱形に形成されている。器具本体１０は、長
尺の矩形平板状の天板１１と、天板１１の長手方向（左右方向）に沿った２つの端縁のそ
れぞれから下向きに突出する一対の第１側板１２とを有している。器具本体１０は、さら
に、天板１１の短手方向（前後方向）に沿った２つの端縁のそれぞれから下向きに突出す
る一対の第２側板１３を有している。さらに、器具本体１０は、天板１１に対向する下面
に開口部１５（図５参照）を有している。天板１１には、電線を通すための孔１１０が左
右方向におけるほぼ中央に設けられている。また、天板１１には、左右方向における両端
寄りの位置に吊りボルトを通すための孔１１１がそれぞれ設けられている（図５参照）。
さらに、天板１１の下面には、孔１１０から引き込まれる電線が結線される端子台１４が
取り付けられている。
【００２３】
　器具本体１０は、図６Ａに示すように、非常用照明装置３を左端近傍に収容するように
構成され、非常用照明装置３の右側に常用照明装置２を収容するように構成されている。
ただし、この限りではなく、器具本体１０は、非常用照明装置３を右端近傍に収容するよ
うに構成され、非常用照明装置３の左側に常用照明装置２を収容するように構成されても
よい。あるいは、器具本体１０は、２つの非常用照明装置３を左端近傍及び右端近傍の両
方にそれぞれ収容するように構成されてもよい。この場合、常用照明装置２は、左右方向
において、２つの非常用照明装置３の間に挟まれるように、器具本体１０内に収容される
。
【００２４】
　また、器具本体１０は、「（１）概要」の欄で説明したように、常用照明装置２及び非
常用照明装置３が並ぶ並び方向（左右方向）における器具本体１０の一端（左端）に第１
係止部１００を有している（図５参照）。第１係止部１００は、非常用照明装置３のカバ
ー７の第２係止部７４を保持するための部位である。具体的には、器具本体１０の各第２



(7) JP 6778900 B2 2020.11.4

10

20

30

40

50

側板１３は、その下端に常用照明装置２及び非常用照明装置３に向かって突出する突片１
３０を有している。各突片１３０は、図５に示すように、下方から見て前後方向に延びる
細長い矩形板状にある。各突片１３０は、例えば折り曲げ加工によって第２側板１３と一
体に形成されている。
【００２５】
　本実施形態では、非常用照明装置３が器具本体１０の左端近傍に収容されるため、一対
の第２側板１３のうち左端の第２側板１３の突片１３０が、第１係止部１００に相当する
。この突片１３０が、非常用照明装置３のカバー７の第２係止部７４（凹部７１９）に挿
入して係止することで、器具本体１０に対するカバー７の左端部の保持が達成される。た
だし、器具本体１０が非常用照明装置３を右端近傍に収容するように構成されている場合
には、一対の第２側板１３のうち右端の第２側板１３の突片１３０を第１係止部１００と
して、カバー７の一端部の保持が達成されてもよい。なお、第２係止部７４については、
後の「（２．４．６）カバー」の欄で詳しく説明する。
【００２６】
　（２．３）常用照明装置
　常用照明装置２は、常用光源と、常用光源が取り付けられる取付部材２１と、常用光源
を覆う透光カバー２０と、常用光源を点灯する電源装置とを備えている。常用光源は、長
尺の基板と、基板の表面に実装される多数のＬＥＤ（Light Emitting Diode）とを有して
いる。取付部材２１は、金属材料によって長尺の樋状に形成されている。取付部材２１は
、長尺の矩形板状に形成された底板と、底板の短手方向（前後方向）における両端から上
向きに立ち上がる一対の側板２１０とを有している。常用光源は、取付部材２１の底板の
下面に取り付けられる。電源装置は、端子台１４を介して常用電源（例えば、商用の交流
電源）から供給される交流電力を直流電力に変換するように構成されている。電源装置は
、取付部材２１の底板の上面に取り付けられる。常用光源と電源装置は、底板に設けられ
た挿通孔に挿通される電線によって電気的に接続される。常用光源は、電線を介して電源
装置から直流電力が供給されることによって点灯する。
【００２７】
　透光カバー２０は、アクリル樹脂やポリカーボネート樹脂などの透光性を有する合成樹
脂材料により上面が開口する長尺の箱形に形成されている。透光カバー２０の下面は、短
手方向（前後方向）において両端から中央に向かってなだらかに下向きに突出する曲面形
状に形成されている（図５参照）。なお、透光カバー２０を形成する合成樹脂材料には、
拡散剤が混入されている。すなわち、常用光源から放射される光は、透光カバー２０を透
過する際に拡散される。
【００２８】
　常用照明装置２は、透光カバー２０を除く部分（取付部材２１の側板２１０，２１０及
び電源装置など）が器具本体１０内に収容され、器具本体１０の開口部１５の大部分を透
光カバー２０で塞ぐようにして器具本体１０に着脱可能に取り付けられる。ただし、常用
照明装置２を器具本体１０に着脱可能に取り付ける構造は、特許文献１に記載されている
従来例と共通であるから、詳細な説明及び図示は省略する。
【００２９】
　（２．４）非常用照明装置
　（２．４．１）非常用照明装置の全体構成
　次に、非常用照明装置３について、図７～図１４を参照して詳細に説明する。非常用照
明装置３は、「（１）概要」の欄で説明したように、非常用光源ユニット４と、非常用電
源ユニット５と、制御装置６と、カバー７と、を備えている（図７～図１０参照）。さら
に、非常用照明装置３は、押さえ具８を備えている。
【００３０】
　（２．４．２）非常用光源ユニット
　非常用光源ユニット４は、図１２に示すように、ＬＥＤモジュール４０と、ホルダ４１
と、一対の端子板４２と、放熱シート４３（図１１参照）と、レンズ４４とを有している
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。ＬＥＤモジュール４０は、矩形平板状の実装基板４００の中央に少なくとも１個のＬＥ
Ｄチップが実装されて構成されている。ＬＥＤチップは、例えば、青色光を放射する青色
発光ダイオードであることが好ましい。また、ＬＥＤチップを含む実装基板４００の実装
面（下面）は、ＬＥＤチップから放射される青色光を波長変換する蛍光物質が混入された
封止樹脂４０１で被われている（図１２参照）。さらに、実装基板４００の対角の位置に
ある一対の角部の下面には、それぞれ電極が形成されている。一方の電極は、ＬＥＤチッ
プのカソードと電気的に接続され、他方の電極は、ＬＥＤチップのアノードと電気的に接
続されている。さらに、これら２つの電極は、一対の端子板４２のうちの対応する端子板
４２と電気的に接続されている。
【００３１】
　レンズ４４は、例えばガラス製であって、図１２に示すように、レンズ本体４４０と、
レンズ本体４４０の周縁から外向きに突出する円環状の外鍔部４４１とを有している。レ
ンズ４４は、図１１に示すように、非球面形状の入射面４４２及び出射面４４３を有し、
いわゆるバットウイング（batwing）状の配光特性を実現する広角配光レンズであること
が好ましい。ただし、レンズ４４は、ガラス繊維が混入されることで耐熱性（難燃性）が
向上された合成樹脂材料（例えば、ポリカーボネート樹脂など）で形成されてもよい。
【００３２】
　放熱シート４３は、高熱伝導率、電気絶縁性及び難燃性を有するシリコーン樹脂製のシ
ート材で構成される。放熱シート４３は、ＬＥＤモジュール４０の実装基板４００の上面
に接触する。
【００３３】
　ホルダ４１は、例えばポリカーボネート樹脂などの合成樹脂材料により、上下方向から
見て、おおよそ菱形に形成される（図１２参照）。ホルダ４１は、ＬＥＤモジュール４０
の発光面（下面）にレンズ４４のレンズ本体４４０を重ねるようにして、ＬＥＤモジュー
ル４０とレンズ４４を保持している。また、ホルダ４１は、端子板保持部４１０を有して
いる。端子板保持部４１０は、上向きに伸びた角筒状に形成され、一対の端子板４２を内
部に収容して保持している（図１１～図１３参照）。
【００３４】
　（２．４．３）非常用電源ユニット
　非常用電源ユニット５は、図１４に示すように、乾電池型の複数（図示例では５本）の
蓄電池５０と、これら複数の蓄電池５０を収容する合成樹脂材料製のケース５１と、第１
導体５４と、第２導体５５とを備えている。ケース５１は、ケースボディ５２とケースカ
バー５３を有する。ケースボディ５２は、矩形の底壁５２０と、底壁５２０の前後両端縁
から下向きに突出する一対の第１側壁５２１とを有している。また、ケースボディ５２は
、底壁５２０の右側の端縁から下向きに突出する第２側壁５２２と、底壁５２０の左側の
端縁から下向きに突出する第３側壁５２３とを有している。ただし、第３側壁５２３は、
第１側壁５２１，５２１及び第２側壁５２２よりも上下方向の高さを高くするように形成
されている。
【００３５】
　底壁５２０は、その下面から下向きに突出する５つの突台部５２６を有している。これ
ら５つの突台部５２６は、底壁５２０の下面において左右方向に並んでいる。また、各突
台部５２６の下面は、半円筒面形状に形成されている。各突台部５２６の下面に蓄電池５
０が１本ずつ載せられて支持される。ただし、５つの突台部５２６のうちで左端の突台部
５２６は、他の４つの突台部５２６よりも下方に位置している。
【００３６】
　第１側壁５２１，５２１の各々は、一対の突片５２１０を有している。各突片５２１０
は、矩形の板状に形成され、第１側壁５２１の下端から下に突出している。また、各突片
５２１０は、その先端（下端）に三角柱状の爪５２１１を有している。ただし、前方の第
１側壁５２１が有する各突片５２１０の爪５２１１は前方へ突出し、後方の第１側壁５２
１が有する各突片５２１０の爪５２１１は後方へ突出している。
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【００３７】
　第２側壁５２２は、その右側面における下端から右向きに突出している突部５２４を有
する。突部５２４は、おおよそ直方体状に形成されている。ただし、突部５２４の右下の
辺は、凸曲面形状に形成されることが好ましい。
【００３８】
　第３側壁５２３は、矩形の板状に形成されている。第３側壁５２３は、その左側面にお
ける前方の下部に、端子保持部５２７を有している。端子保持部５２７は、軸方向を上下
方向に一致させた角筒状に形成されている。また、端子保持部５２７内の空間は、隔壁５
２７０によって２つに区切られている（図１４参照）。また、端子保持部５２７は、その
前面における上端部分に、矩形板状のガイド片５２７１を有している。ガイド片５２７１
は、厚み方向を左右方向に一致させるようにして端子保持部５２７の前面から前方へ突出
している。
【００３９】
　ケースカバー５３は、矩形の第１底壁５３０と、第１底壁５３０の左側の端縁から左斜
め下向きに突出する矩形の第１側壁５３１と、第１底壁５３０及び第１側壁５３１の前後
両端縁から上向きに突出する一対の第２側壁５３２とを有している。また、ケースカバー
５３は、第１底壁５３０の右側の端縁から上向きに突出する第３側壁５３３と、第１側壁
５３１の左側の端縁から左向きに突出する第２底壁５３４とを有している。
【００４０】
　各第２側壁５３２は、一対の貫通孔５３２０を有している。また、前方の第２側壁５３
２は、階段状に形成されている。
【００４１】
　第３側壁５３３は、突片５３３０を有している。突片５３３０は、第３側壁５３３の後
端寄りの上端から上に突出している。また、突片５３３０は、その先端（上端）に三角柱
状の爪５３３１を有している。爪５３３１は、突片５３３０の上端における右側面から右
方へ突出している。
【００４２】
　第２底壁５３４は、矩形の板状に形成されている。第２底壁５３４は、その前方左端に
蓋部５３５を有している。蓋部５３５は、左右方向から見た形状がＵ字状となるように形
成されている。
【００４３】
　５本の蓄電池５０は、各々の径方向に沿って互い違いに並ぶように配置される。右端の
蓄電池５０の負極端子に、第１導体５４の一端部（右端の端部）が電気的に接続される。
また、左端の蓄電池５０の正極端子に、第２導体５５の一端部（右端の端部）が電気的に
接続される。右端の蓄電池５０の正極端子と、右から２番目の蓄電池５０の負極端子とが
導体板５６によって電気的に接続される。右から２番目の蓄電池５０の正極端子と、右か
ら３番目の蓄電池５０の負極端子とが導体板５６によって電気的に接続される。左端の蓄
電池５０の負極端子と、左から２番目の蓄電池５０の正極端子とが導体板５６によって電
気的に接続される。右から３番目の蓄電池５０の正極端子と、左から２番目の蓄電池５０
の負極端子とが導体板５６によって電気的に接続される。つまり、５本の蓄電池５０は、
４枚の導体板５６によって電気的に直列接続されている。
【００４４】
　第１導体５４は、金属板によってＳ字状に形成されている（図１４参照）。第１導体５
４の長手方向の一端（右端）が右端の蓄電池５０の負極端子と電気的に接続される。第１
導体５４は、その長手方向の他端（左端）に第１コンタクト５７を有している。第１コン
タクト５７は、角筒状の枠体５７０と、枠体５７０内に収容されるばね体とを有している
。ばね体は、枠体５７０の上端に結合され、枠体５７０内において左右方向に撓み可能と
なるように枠体５７０と一体に形成されている。第１導体５４は、上側の第１側壁５２１
及び第３側壁５２３に沿ってケースボディ５２内に収容される。また、第１コンタクト５
７は、端子保持部５２７内の２つの空間のうちで隔壁５２７０の上側の空間に収容される
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。
【００４５】
　第２導体５５は、金属板によってＳ字状に形成されている。第２導体５５の長手方向の
一端（右端）が左端の蓄電池５０の正極端子と電気的に接続される。第２導体５５は、そ
の長手方向の他端（左端）に第２コンタクト５８を有している。第２コンタクト５８は、
角筒状の枠体と、枠体内に収容されるばね体とを有している。ばね体は、枠体の上端に結
合され、枠体内において左右方向に撓み可能となるように枠体と一体に形成されている。
第２導体５５は、下側の第１側壁５２１及び第３側壁５２３に沿ってケースボディ５２内
に収容される。また、第２コンタクト５８は、端子保持部５２７内の２つの空間のうちで
隔壁５２７０の下側の空間に収容される。
【００４６】
　ケースボディ５２にケースカバー５３が結合されることによってケース５１が組み立て
られる（図１２参照）。ケースボディ５２が有する４つの突片５２１０がそれぞれ、ケー
スカバー５３が有する４つの貫通孔５３２０のうちの対応する貫通孔５３２０に挿入され
る。さらに、ケースカバー５３が有する突片５３３０が、ケースボディ５２の突部５２４
に設けられている貫通孔５２４０に挿入される。そして、突片５２１０、５３３０の先端
に設けられている爪５２１１、５３３１が、貫通孔５３２０、５２４０の縁にそれぞれ引
っ掛かることでケースボディ５２とケースカバー５３が結合される。なお、ケースボディ
５２の端子保持部５２７の下側の開口部は、ケースカバー５３の蓋部５３５が被さること
で閉じられる（図１２参照）。
【００４７】
　（２．４．４）制御装置
　制御装置６は、図１３に示すように、第１回路ブロック６０、第２回路ブロック６１、
筐体６２、及び放熱板６３を備えている。第１回路ブロック６０は、矩形板状の第１プリ
ント配線板６００、複数種類の電子部品６０１、受け側コネクタ６４、入力端子台６０３
、出力コネクタ６０２、及び第１コネクタ６０４を有している。複数の種類の電子部品６
０１のうちでリード付きの電子部品６０１が第１プリント配線板６００の下面（部品面）
に挿入実装されている。また、複数種類の電子部品６０１のうちで表面実装型の電子部品
６０１が第１プリント配線板６００の上面（はんだ面）に表面実装されている。ただし、
第１プリント配線板６００の部品面には、受け側コネクタ６４、入力端子台６０３、出力
コネクタ６０２及び第１コネクタ６０４も挿入実装されている。
【００４８】
　出力コネクタ６０２は、一対のコンタクト６０２０を有している（図１３参照）。出力
コネクタ６０２の各コンタクト６０２０は、非常用光源ユニット４の一対の端子板４２の
うちの対応する端子板４２と接触して導通する。
【００４９】
　受け側コネクタ６４は、第１コンタクト受け６４１と、第２コンタクト受け６４２と、
ベース６４０とを有している（図１３参照）。ベース６４０は、電気絶縁性を有した合成
樹脂材料によって矩形の板状に形成されている。第１コンタクト受け６４１及び第２コン
タクト受け６４２は棒状に形成されて、ベース６４０を厚み方向に貫通した状態でベース
６４０に支持されている。第１コンタクト受け６４１は、非常用電源ユニット５の第１コ
ンタクト５７の枠体５７０内に挿入された状態において、枠体５７０内のばね体によって
枠体５７０に押し付けられることで第１コンタクト５７と電気的に接続される。第２コン
タクト受け６４２は、非常用電源ユニット５の第２コンタクト５８の枠体内に挿入された
状態において、枠体内のばね体によって枠体に押し付けられることで第２コンタクト５８
と電気的に接続される。
【００５０】
　第１回路ブロック６０は、第１プリント配線板６００に形成されているプリント配線と
、第１プリント配線板６００の部品面及びはんだ面に実装されている複数種類の電子部品
６０１とで構成されたプリント回路を有している。第１回路ブロック６０のプリント回路
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は、例えば、直流電源回路、充電回路、点灯回路、停電検出回路、制御回路を含んでいる
。直流電源回路は、例えば、リンギングチョークコンバータなどの自励型のスイッチング
電源回路で構成され、常用電源から入力端子台６０３に入力される交流電圧を直流電圧に
変換するように構成されている。充電回路は、常用電源から給電されているときに受け側
コネクタ６４を通して一定の充電電流を出力するように構成されている。点灯回路は、非
常用電源ユニット５から受け側コネクタ６４に入力される直流電流を定電流化し、定電流
化した出力電流を出力コネクタ６０２より非常用光源ユニット４に供給するように構成さ
れている。停電検出回路は、直流電源回路の出力電圧から常用電源の停電を検出して制御
回路に通知するように構成されている。制御回路は、停電検出回路が常用電源の停電を検
出していないときに充電回路を動作させ、かつ、点灯回路を停止させるように構成されて
いる。また、制御回路は、停電検出回路が常用電源の停電を検出しているときに充電回路
を停止させ、かつ、点灯回路を動作させるように構成されている。
【００５１】
　第２回路ブロック６１は、矩形板状の第２プリント配線板６１０、２つの押釦スイッチ
６１１、６１２、表示素子６１３、受光素子６１４並びに第２コネクタ６１５を有してい
る。第２コネクタ６１５は、第２プリント配線板６１０の下面における長手方向の一端（
前端）に実装されている。一方の押釦スイッチ６１１は、第２プリント配線板６１０の下
面における第２コネクタ６１５の後方に実装されている。他方の押釦スイッチ６１２は、
第２プリント配線板６１０の下面における長手方向の他端（後端）に実装されている。表
示素子６１３は、例えば、緑色光を放射するＬＥＤチップを有している。表示素子６１３
は、第２プリント配線板６１０の下面における押釦スイッチ６１２の前方に実装されてい
る。受光素子６１４は、赤外線を通信媒体とする制御信号を受信し、受信した制御信号か
ら送信フレームを復調するように構成されている。この制御信号は、定期点検の作業を行
う作業者に操作されるリモートコントローラから送信される。受光素子６１４は、第２プ
リント配線板６１０の下面における表示素子６１３と押釦スイッチ６１１の間に実装され
ている。第２コネクタ６１５は、例えば、ケーブルによって第１回路ブロック６０の第１
コネクタ６０４と電気的に接続される。第１回路ブロック６０の制御回路は、ケーブルを
通して各押釦スイッチ６１１、６１２の操作状態（オン及びオフ）を監視するように構成
されている。また、制御回路は、受光素子６１４で復調される制御信号の送信フレームを
、ケーブルを通して受け取るように構成されている。さらに、制御回路は、第１回路ブロ
ック６０の充電回路が動作している場合、ケーブルを通して表示素子６１３に電流を流す
ことで表示素子６１３を発光させるように構成されている。
【００５２】
　なお、制御回路は、一方の押釦スイッチ６１１がオンされた場合、及び受光素子６１４
から送信フレームを受け取った場合、定期点検動作を行うように構成されている。定期点
検動作とは、充電回路を停止させ、かつ、点灯回路を動作させることである。さらに、制
御回路は、他方の押釦スイッチ６１２がオンされた場合、自己点検動作を行うように構成
されている。自己点検動作とは、充電回路を停止するとともに点灯回路を数秒間動作させ
た後、再度、点灯回路を停止させ、かつ、充電回路を動作させることである。ただし、制
御回路は、自己点検動作を行うように指示する送信フレームを受光素子６１４から受け取
った場合も自己点検動作を行うように構成されることが好ましい。
【００５３】
　筐体６２は、第１筐体６２０と第２筐体６２１を有している。第１筐体６２０は、底部
６２００と、側壁部６２０１とを有している。底部６２００は、おおよそ矩形の箱形に形
成されている。底部６２００は、第１回路ブロック６０の第１プリント配線板６００のは
んだ面を厚み方向（上下方向）から支持するように構成されている。側壁部６２０１は、
板状に形成されている。側壁部６２０１は、ヒンジを介して底部６２００に連結されてい
る。ゆえに、側壁部６２０１は、ヒンジを軸にして底部６２００に対して回転可能となる
ように構成されている。また、側壁部６２０１は、第２回路ブロック６１の第２プリント
配線板６１０の長手方向に沿った端部（左端部）を厚み方向から挟んで支持するように構
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成されている。
【００５４】
　第２筐体６２１は、上面及び左側面が開放された箱状に形成されている。第２筐体６２
１は、第１筐体６２０と結合される。第２筐体６２１の上面は、第１筐体６２０の底部６
２００によって閉じられる。また、第２筐体６２１の左側面は、第１筐体６２０の側壁部
６２０１によって閉じられる（図１１参照）。
【００５５】
　第２筐体６２１は、下面の左端から下方へ突出する突台部６２１０を有している（図１
３参照）。突台部６２１０は、おおよそ角錐台状に形成されている。突台部６２１０は、
２つの操作部材（第１操作部材６２１４及び第２操作部材６２１５）を有している。第１
操作部材６２１４は、突台部６２１０の下面における前端に設けられている。また、第２
操作部材６２１５は、突台部６２１０の下面における後端に設けられている。第１操作部
材６２１４及び第２操作部材６２１５は、突台部６２１０の下面に対して上下方向に移動
可能となるように構成されている。つまり、上向きに押された第１操作部材６２１４が押
釦スイッチ６１１の押釦を押すことにより、押釦スイッチ６１１がオンする。また、上向
きに押された第２操作部材６２１５が押釦スイッチ６１２の押釦を押すことにより、押釦
スイッチ６１２がオンする。さらに、突台部６２１０の下面において第１操作部材６２１
４と第２操作部材６２１５の間に、円形の窓６２１６、６２１７が２つ設けられている。
前方の窓６２１６は、上下方向において第２回路ブロック６１の受光素子６１４と対向し
ている。後方の窓６２１７は、上下方向において第２回路ブロック６１の表示素子６１３
と対向している。つまり、リモートコントローラから送信される制御信号は、前方の窓６
２１６を通して受光素子６１４に到達する。また、表示素子６１３が発する光（緑色光）
は、後方の窓６２１７を通して筐体６２の外に放射される。
【００５６】
　また、第２筐体６２１は、右端に３つの開口部６２１１、６２１２、６２１３を有して
いる。これら３つの開口部６２１１、６２１２、６２１３は、前後方向に沿って一列に並
んでいる（図１３参照）。前端の開口部６２１１は、第１回路ブロック６０の受け側コネ
クタ６４と対向している。後端の開口部６２１３は、入力端子台６０３が挿通される。中
央の開口部６２１２は、出力コネクタ６０２と対向している（図１２参照）。
【００５７】
　放熱板６３は、非常用光源ユニット４が取り付けられる取付部６３０と、一対の脚部６
３１と、一対の固定部６３２とを有している（図１３参照）。取付部６３０は、おおよそ
台形状に形成されている。一対の脚部６３１は、平坦な板状に形成されて取付部６３０の
前端及び後端から上方向へ突出している。一対の固定部６３２は、一対の脚部６３１の上
端から前後方向に沿って互いに近付く向きに突出している。ただし、本実施形態では、取
付部６３０と一対の脚部６３１と一対の固定部６３２とは、アルミ又はアルミ合金製の板
材によって一体に形成されている。
【００５８】
　放熱板６３は、取付部６３０を第２筐体６２１の下面に対向させ、一対の脚部６３１を
第２筐体６２１の前面及び後面に対向させ、一対の固定部６３２を第１筐体６２０の底部
６２００の上面に引っ掛けるようにして筐体６２に取り付けられる（図１２参照）。また
、放熱板６３は、一対の脚部６３１に設けられている矩形の嵌合孔６３３のそれぞれに、
第２筐体６２１の上面及び下面の上端から突出する突部６２１８を嵌合させることによっ
て筐体６２に対して位置決めされている（図１２及び図１３参照）。
【００５９】
　非常用光源ユニット４は、放熱板６３の取付部６３０に設けられているねじ孔６３００
に対してホルダ４１がねじ止めされることによって取付部６３０に取り付けられている（
図１０～図１３参照）。また、非常用光源ユニット４は、第２筐体６２１の中央の開口部
６２１２から露出する出力コネクタ６０２にホルダ４１の端子板保持部４１０が差込接続
されることにより、制御装置６の第１回路ブロック６０と電気的に接続される（図１１参
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照）。さらに、ＬＥＤモジュール４０は、放熱シート４３を介して取付部６３０（放熱板
６３）と熱的に結合される（図１１参照）。
【００６０】
　制御装置６は、器具本体１０内の左端に収容される（図３参照）。制御装置６は、放熱
板６３の一対の固定部６３２が天板１１にねじ止めされることによって器具本体１０に固
定されることが好ましい。つまり、ＬＥＤモジュール４０が発する熱は、放熱シート４３
から放熱板６３に伝導され、さらに、放熱板６３から器具本体１０に伝導されて放熱され
る。
【００６１】
　（２．４．５）押さえ具
　押さえ具８は、図１０に示すように、主片８０、引掛片８１、側片８２、第１差込片８
３、第２差込片８４、及び第３差込片８５を有している。なお、本実施形態では、主片８
０、引掛片８１、側片８２、第１差込片８３、第２差込片８４及び第３差込片８５は、金
属板によって一体に形成されている。
【００６２】
　主片８０は、下方から見てＬ字状に形成されている。主片８０は、雌ねじ部８００を有
している。引掛片８１は、円弧状に湾曲した湾曲部８１０と、湾曲部８１０と主片８０を
連結する連結部８１１と、湾曲部８１０の下端から突出する矩形の平坦部８１２とを有し
ている（図８Ａ～８Ｃ及び図１０参照）。引掛片８１は、連結部８１１によって主片８０
の左端の下部と連結されている。なお、引掛片８１は、連結部８１１が厚み方向に撓むこ
とにより、湾曲部８１０を左右方向に変位可能とするように構成されている。側片８２は
、矩形に形成されている。側片８２は、主片８０の後端から下向き及び左向きに突出して
いる。側片８２の下部は後方に向かって傾斜している。第１差込片８３及び第２差込片８
４は、前後方向から見てＬ字状に形成されている（図８Ｂ及び図９Ｂ参照）。なお、第２
差込片８４は、主片８０に切り起こし形成されることが好ましい。第３差込片８５は、前
後方向から見てＬ字状に形成されている（図８Ｂ及び図９Ｂ参照）。第３差込片８５は、
側片８２の左端の上端から上方向へ突出している（図８Ｂ参照）。
【００６３】
　押さえ具８は、天板１１を貫通する３つの孔に第１差込片８３、第２差込片８４及び第
３差込片８５が一対一に対応して差し込まれ、第１差込片８３、第２差込片８４及び第３
差込片８５のそれぞれが天板１１を挟むように構成されている。そして、押さえ具８は、
天板１１に設けられるねじ挿通孔に挿通されたねじが主片８０の雌ねじ部８００にねじ込
まれることによって天板１１の下面に取り付けられる。
【００６４】
　非常用電源ユニット５は、器具本体１０の天板１１に取り付けられた制御装置６と押さ
え具８の間に配置される（図３参照）。非常用電源ユニット５は、ケースボディ５２を天
板１１に対向させた状態で器具本体１０内の制御装置６と押さえ具８の間の空間に収容さ
れる。非常用電源ユニット５の端子保持部５２７は、第２筐体６２１の前端の開口部６２
１１を通して筐体６２内に挿入される。このとき、端子保持部５２７のガイド片５２７１
が、第２筐体６２１の前面の右端に設けられているガイド溝６２１９に案内される（図１
０参照）。そして、非常用電源ユニット５の第１コンタクト５７が、制御装置６の第１コ
ンタクト受け６４１と電気的に接続される。また、非常用電源ユニット５の第２コンタク
ト５８が、制御装置６の第２コンタクト受け６４２と電気的に接続される。さらに、非常
用電源ユニット５は、ケース５１に設けられた突部５２４に、押さえ具８の引掛片８１の
湾曲部８１０を引っ掛けることによって押さえ具８に支持される（図８Ａ及び図１２参照
）。ここで、引掛片８１は、平坦部８１２に加えられる力によって連結部８１１が撓むと
、湾曲部８１０が右向きに変位して湾曲部８１０と突部５２４との引っ掛かりが解除され
る。そして、非常用電源ユニット５は、湾曲部８１０と突部５２４との引っ掛かりが解除
された状態で下向きに引っ張られると、第１コンタクト５７及び第２コンタクト５８が第
１コンタクト受け６４１及び第２コンタクト受け６４２から引き抜かれる。つまり、作業
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者は、非常用電源ユニット５の器具本体１０への収容作業とほぼ同時に非常用電源ユニッ
ト５と制御装置６との電気的な接続作業を完了させることができる。また、作業者は、非
常用電源ユニット５の器具本体１０からの取り外し作業とほぼ同時に非常用電源ユニット
５と制御装置６との電気的な接続解除作業を完了させることができる。
【００６５】
　（２．４．６）カバー
　カバー７は、非常用光源ユニット４から放射される光が通過する孔７１１を有して非常
用光源ユニット４を覆うように構成されている。ただし、本実施形態のカバー７は、非常
用光源ユニット４以外に、制御装置６及び非常用電源ユニット５も覆うように構成されて
いる。カバー７は、図１Ａ、１Ｂ、図３及び図４に示すように、カバー本体７０と、第２
係止部７４と、固定部７５とを有している。
【００６６】
　カバー本体７０は、図４に示すように、第１カバー体７１と第２カバー体７２と連結体
７３とから構成されている。第１カバー体７１は、非常用光源ユニット４、制御装置６及
び非常用電源ユニット５の一部（左端部）を下から覆うように構成されている。第２カバ
ー体７２は、非常用電源ユニット５の残り全部を下から覆うように構成されている。第１
カバー体７１と第２カバー体７２は、前後方向から見てＬ字状に形成されている長尺の連
結体７３によって左右方向に並ぶように連結されている。本実施形態では、第１カバー体
７１、第２カバー体７２及び連結体７３は、金属のような不燃性の材料によって一体に形
成される。カバー７は、例えばアルミダイカストで構成される。
【００６７】
　第１カバー体７１は、上面に矩形状の開口部７１６（図４参照）を有した箱形に形成さ
れている。第１カバー体７１は、図８Ａに示すように、下方から見たときに矩形状に形成
されている。第１カバー体７１の下面は、常用照明装置２の透光カバー２０と同様に、短
手方向（前後方向）において両端から中央に向かってなだらかに下向きに突出する曲面形
状に形成されている（図３参照）。第１カバー体７１の下面に窪み７１０が形成されてい
る。窪み７１０は、下方から見た形状が楕円形に形成されている。孔７１１は、窪み７１
０の中央（底）に、上下方向に貫通して設けられている。孔７１１は、レンズ４４のレン
ズ本体４４０が挿通可能な形状（楕円形状）に形成されている。窪み７１０は、その長軸
方向（左右方向）の両端を、その短軸方向（前後方向）の両端よりも下方へ突出させるよ
うに形成されている（図８Ｂ参照）。
【００６８】
　第２カバー体７２は、前後方向から見てＬ字状に形成されていて、第２の状態において
、非常用電源ユニット５の一部を覆うように構成されている（図１Ｂ参照）。具体的には
、第２カバー体７２は、平坦部７２０と腕部７２１とを有している。平坦部７２０は、お
およそ矩形平板状に形成されている。平坦部７２０は、その左端において連結体７３と連
結されている。腕部７２１は、おおよそ矩形平板状に形成されている。腕部７２１は、平
坦部７２０の右端における前端から上方へ立ち上るように構成されている（図４参照）。
【００６９】
　固定部７５は、おおよそ矩形平板状に形成されている。固定部７５は、腕部７２１の上
端から右方へ突出するように構成されている。また、固定部７５は、その前方寄りの右隅
に円形のねじ挿通孔７５０を有している。
【００７０】
　第２係止部７４は、常用照明装置２及び非常用照明装置３が並ぶ「並び方向」、すなわ
ち左右方向における、カバー本体７０の一端部（左端部）に設けられている。言い換える
と、第２係止部７４は、第１カバー体７１の左端部に設けられている。第２係止部７４は
、器具本体１０の突片１３０（第１係止部１００）によって保持されるための部位である
。
【００７１】
　以下、第１カバー体７１について、さらに具体的に説明する。第１カバー体７１は、図
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４に示すように、第１側壁部７１Ａ及び第２側壁部７１Ｂと、左右方向において第１側壁
部７１Ａ及び第２側壁部７１Ｂを互いに対向するように連結する湾曲底部７１Ｃとから構
成されている。第１側壁部７１Ａ、第２側壁部７１Ｂ及び湾曲底部７１Ｃは、一体となっ
て形成されている。
【００７２】
　第１側壁部７１Ａは、湾曲底部７１Ｃの左側に配置され、第２側壁部７１Ｂは、湾曲底
部７１Ｃの右側に配置されている。第１側壁部７１Ａ及び第２側壁部７１Ｂの各々は、左
右方向に沿って見たときにその下辺が略円弧状に形成されている。第２側壁部７１Ｂの上
端部は、連結体７３によって第２カバー体７２と連結している。
【００７３】
　湾曲底部７１Ｃは、上下方向に沿って見たときに矩形状に形成されており、左右方向に
沿って見たときに下向きに突出する曲面形状に形成されている。第１カバー体７１の開口
部７１６の周縁は、図４に示すように、湾曲底部７１Ｃの前側及び後側の上端部と、第１
側壁部７１Ａ及び第２側壁部７１Ｂの上端部とによって形成されている。
【００７４】
　湾曲底部７１Ｃは、上述した窪み７１０及び孔７１１を有している。非常用光源ユニッ
ト４のレンズ本体４４０は、第２の状態において、孔７１１に挿通されてカバー７の外に
露出する。また湾曲底部７１Ｃは、第１貫通孔７１２と、第２貫通孔７１３と、第３貫通
孔７１４と、第４貫通孔７１５とを有している（図８Ａ参照）。
【００７５】
　第１貫通孔７１２は、第２の状態において、制御装置６の第１操作部材６２１４と対向
している。第１操作部材６２１４は、第１貫通孔７１２に挿通される治具によって押操作
される。制御装置６の第２操作部材６２１５は、第２の状態において、第４貫通孔７１５
に挿通されている。第２操作部材６２１５は、例えば、人の指によって押操作される。第
２貫通孔７１３は、第２の状態において、制御装置６の受光素子６１４と対向している。
第３貫通孔７１４は、第２の状態において、制御装置６の表示素子６１３と対向している
。つまり、リモートコントローラから送信される制御信号は、第２貫通孔７１３を通して
受光素子６１４に到達する。また、表示素子６１３が発する光（緑色光）は、第３貫通孔
７１４を通してカバー７の外に放射される。
【００７６】
　第１カバー体７１は、第２の状態において、第１側壁部７１Ａが制御装置６の左端面よ
りも左方に配置されるように、寸法関係が規定されている（図１Ｂ参照）。ここで、第２
係止部７４は、第１側壁部７１Ａ及び第２側壁部７１Ｂのうち、左側の第１側壁部７１Ａ
（すなわちカバー本体７０の左端部）に設けられている。本実施形態では、第２係止部７
４は、図４に示すように、第１側壁部７１Ａの上端面７１８と、その上端面７１８から突
出して設けられた２つの爪状突起７４０と、によって構成されている。
【００７７】
　２つの爪状突起７４０は、図４に示すように、器具本体１０の幅方向（前後方向）にお
ける、第１側壁部７１Ａの上端面７１８の前端及び後端にそれぞれ配置されている。具体
的には、第１側壁部７１Ａは、その右面の前端及び後端に、角筒状の一対のリブ７１７を
有している。言い換えると、第１側壁部７１Ａは、一対のリブ７１７の分だけ該当する部
位の厚み寸法が残りの部位の厚み寸法に比べて大きくなるように形成されている。２つの
爪状突起７４０は、第１側壁部７１Ａにおける一対のリブ７１７の上端面の右端からそれ
ぞれ上方向に突出している。本実施形態では、一対のリブ７１７の上端面も含めて第１側
壁部７１Ａの上端面７１８と呼ぶ。第１側壁部７１Ａの上端面７１８は、第２の状態にお
いて器具本体１０の突片１３０（第１係止部１００）と対向する面（対向面）に相当する
。なお、一対のリブ７１７と第１側壁部７１Ａとの間には、僅かな隙間があってもよい。
【００７８】
　本実施形態では、爪状突起７４０の数は、一例として２つである。しかし、爪状突起７
４０の数は、１つでもよいし、３つ以上であってもよい。ただし、器具本体１０に対する



(16) JP 6778900 B2 2020.11.4

10

20

30

40

50

カバー７の取付けの安定性及び作業性、並びにカバー７の製造コスト面を考慮すれば、本
実施形態のように、２つの爪状突起７４０が、第１側壁部７１Ａの上端面７１８の前端及
び後端にそれぞれ配置されていることが望ましいと言える。
【００７９】
　以下、各爪状突起７４０について、さらに具体的に説明する。各爪状突起７４０は、上
端面７１８から離れる方向（上方向）に突出して、第２の状態において上端面７１８との
間で器具本体１０の突片１３０を挟み込むように爪状に形成されている。各爪状突起７４
０は、図２Ａ及び２Ｂに示すように、前後方向に沿って見たときにＬ字状に形成されてい
る基部７４０Ａと、基部７４０Ａと一体に形成されて上端面７１８に対して傾斜した傾斜
面７４０１を有するガイド部７４０Ｂとを有する。なお、本実施形態では、各爪状突起７
４０は、カバー本体７０と一体となって形成されている。このため、照明器具１全体とし
ての部材点数を抑えることができる。
【００８０】
　基部７４０Ａは、上端面７１８との間に、器具本体１０の突片１３０の先端が挿入され
るための凹部７１９（図２Ａ及び２Ｂ参照）を形成するように構成されている。基部７４
０Ａは、上端面７１８から上方向に突出する起立部分と、当該起立部分の先端から（第２
の状態において）左端の第２側板１３に近づく向き（左向き）に延び出ている延出部分と
から構成されている。　ガイド部７４０Ｂは、基部７４０Ａの先端から延長するように一
体となって形成されている。ガイド部７４０Ｂの傾斜面７４０１は、図２Ａに示すように
、第１の状態で器具本体１０の突片１３０の先端と接触する面である。傾斜面７４０１は
、基部７４０Ａの延出部分の（上端面７１８と対向する）一表面７４０２から連続してい
る。傾斜面７４０１は、第２の状態において、上端面７１８から離れるほど器具本体１０
の左端の第２側板１３に近づくように、並び方向（左右方向）に対して傾斜している。要
するに、ガイド部７４０Ｂの傾斜面７４０１は、第１の状態から第２の状態へ移行する際
に、器具本体１０の突片１３０の先端を凹部７１９内へ案内するためのガイドとして機能
する。
【００８１】
　なお、本実施形態では、爪状突起７４０の一表面７４０２が、凹部７１９の第１内周面
に相当し、カバー本体７０の第１側壁部７１Ａの上端面７１８が、凹部７１９の第１内周
面と対向する第２内周面に相当する。そして、一表面７４０２（第１内周面）と上端面７
１８（第２内周面）とが対向する対向方向（上下方向）において、ガイド部７４０Ｂの傾
斜面７４０１（一面）と上端面７１８との距離は、一表面７４０２と上端面７１８との距
離よりも大きい。
【００８２】
　本実施形態の傾斜面７４０１は、図２Ａ及び図２Ｂに図示されるように、平坦な面であ
る。しかし、傾斜面７４０１は、例えば、断面が円弧状に湾曲した面であってもよい。
【００８３】
　ところで、各爪状突起７４０の少なくとも一部は、孔７１１が貫通する貫通方向（上下
方向）に沿ってカバー７を見たときに、カバー本体７０と重なる位置に設けられているこ
とが好ましい。本実施形態では、各爪状突起７４０のおおむね全てが、上記貫通方向（上
下方向）に沿ってカバー７を見たときに、カバー本体７０と重なる位置に設けられている
。言い換えれば、図８Ａに示すように、カバー７を下方から見たときに、各爪状突起７４
０のおおむね全てがカバー本体７０の裏に隠れるように配置されている。このため、カバ
ー７の取付け作業時等において爪状突起７４０が他の部材と接触して破損してしまう可能
性を低減することができる。またこの場合、第２の状態において、器具本体１０の左端の
第２側板１３の左端面と第１カバー体７１の第１側壁部７１Ａの左端面との間に生じる段
差を抑えることができ、照明器具１の見栄えをよくすることもできる（図１Ｂ参照）。
【００８４】
　（３）カバーの取付け作業
　以下に、非常用照明装置３のカバー７の取付け作業について説明する。なお、非常用照
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明装置３の構成要素のうち、カバー７を除く、非常用光源ユニット４、非常用電源ユニッ
ト５、制御装置６及び押さえ具８は、図３に示すように、予め器具本体１０内に収容され
ていることを想定する。
【００８５】
　まず作業者は、カバー７の開口部７１６を上に向けて、カバー本体７０の左端がその右
端よりも上になるようにカバー本体７０の長手方向を左右方向に対して傾斜させた状態で
カバー７を把持する。そして作業者は、カバー本体７０を傾斜させたまま、各爪状突起７
４０の傾斜面７４０１を器具本体１０の突片１３０の先端に接触させる（図２Ａ参照）。
その結果、カバー７は、図１Ａに示す第１の状態となる。
【００８６】
　第１の状態において、傾斜面７４０１は、前後方向に沿って見たときに、上下方向とお
おむね平行となる。また第１の状態において、第１側壁部７１Ａの上端左隅の角部７１０
０は、突片１３０の下面と接触している（図２Ａ参照）。なお、角部７１００は、図２Ａ
及び２Ｂに示すように、角丸に形成されていることが望ましい。
【００８７】
　次に作業者は、図１Ａの矢印に示すように、第２係止部７４を軸としてカバー本体７０
が非常用光源ユニット４に近づく向きに変位（回転）させる。このとき、各爪状突起７４
０は、図２Ａ及び図２Ｂに示すように、角部７１００を支点に前方から見て反時計回りに
回転し、一方、器具本体１０の突片１３０の先端は、傾斜面７４０１上をスライド移動し
ながら凹部７１９内に入り込む。そして、カバー７は、第１の状態から、非常用光源ユニ
ット４を覆った第２の状態へ移ることになる。第２の状態においては、図２Ｂに示すよう
に、器具本体１０の第１係止部１００の突片１３０が、第２係止部７４の凹部７１９に係
止することになり、器具本体１０に対するカバー７の左端部の保持が達成される。
【００８８】
　最後に作業者は、ねじ１６（図１Ｂ参照）を固定部７５のねじ挿通孔７５０（図３参照
）と、押さえ具８の主片８０に設けられたねじ挿通孔８０１（図３参照）とに挿通し、器
具本体１０の天板１１に設けられている雌ねじにねじ込む。その結果、カバー７の取付け
作業が完了する。
【００８９】
　このように、本実施形態の照明器具１によれば、特許文献１の照明器具と異なり、カバ
ーとばね部材の両方を器具本体にねじ止めするという作業が不要である。すなわち、カバ
ー７の左端部は、ばね部材及びねじを用いることなく、第２係止部７４を通じて直接器具
本体１０の第１係止部１００に保持され、さらにカバー７の右端部（固定部７５）がねじ
止めにより固定される。そのため、ねじ止め箇所の数が特許文献１の照明器具に比べて少
なく、本実施形態の照明器具１は、カバー７の取付け作業性を向上することができる。
【００９０】
　特に、ガイド部７４０Ｂは、上下方向において、上端面７１８との距離が一表面７４０
２と上端面７１８との距離よりも大きくなる傾斜面７４０１を有している。したがって、
作業者は、突片１３０の先端をこの傾斜面７４０１に接触させて、第２係止部７４を軸と
してカバー本体７０を非常用光源ユニット４側に回転させることで、突片１３０の先端を
容易に凹部７１９内に挿入することができる。その結果、カバー７の取付け作業性を向上
することができる。
【００９１】
　なお、作業者は、カバー７の取付け作業が完了した後に、常用照明装置２を器具本体１
０に対して取り付ける。このとき、常用照明装置２は、その左端部でカバー７の第２カバ
ー体７２を覆いながらも、カバー７の第１カバー体７１と左右方向に沿って並ぶように配
置されることになる。
【００９２】
　（４）変形例
　以下に、第１変形例及び第２変形例について説明する。以下では上述した実施形態を「
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基本例」と呼ぶ。以下に説明する変形例は、基本例と適宜組み合わせて適用可能である。
【００９３】
　（４．１）第１変形例
　基本例では、カバー７の第２係止部７４が爪状突起７４０を有していた。これに対して
、第１変形例は、図１５に示すように、器具本体１０の第１係止部１００が爪状突起１３
１を有し、カバー７に設けられた突片７４１が器具本体１０の凹部１３２に挿入して係止
する点で、基本例と異なる。なお、第１変形例は、第１係止部１００及び第２係止部７４
以外の構成要素については、基本例と同じであるため、同じ構成要素については同じ符号
を付与してそれらの説明を省略する。
【００９４】
　第１変形例の器具本体１０の第１係止部１００は、基本例の突片１３０に加えて、２つ
の爪状突起１３１を有している（図１５では１つのみ図示）。２つの爪状突起１３１は、
第２側板１３の右面下方における前端及び後端にそれぞれ配置されている。各爪状突起１
３１は、第２側板１３と一体となって形成されていることが好ましい。各爪状突起１３１
は、例えば、第２側板１３の一部を切り起こすことにより形成されている。各爪状突起１
３１は、突片１３０の上端面との間に、カバー７の突片７４１の先端が挿入されるための
凹部１３２を形成するように構成されている。各爪状突起１３１は、第１の状態で突片７
４１の先端と接触する傾斜面１３３を有する。この傾斜面１３３は、第２の状態において
、非常用光源ユニット４に近づくほどカバー本体７０から離れるように、並び方向（左右
方向）に対して傾斜している。
【００９５】
　第１変形例では、各爪状突起１３１の先端が、上方へ折り曲げられており、その折り曲
げられた先端がガイド部に相当する。そして、傾斜面１３３は、当該先端（ガイド部）に
設けられている。また、第１変形例では、爪状突起１３１の下表面が、凹部１３２の第１
内周面に相当し、突片１３０の上端面が、凹部１３２の第１内周面と対向する第２内周面
に相当する。そして、爪状突起１３１の下表面と突片１３０の上端面とが対向する対向方
向（上下方向）において、爪状突起１３１の先端（ガイド部）の傾斜面１３３と突片１３
０の上端面との距離は、爪状突起１３１の下表面と突片１３０の上端面との距離よりも大
きい。
【００９６】
　第１変形例のカバー７の第２係止部７４は、基本例の２つの爪状突起７４０の代わりに
、例えば前後方向に沿って細長く延びる略板状の１つの突片７４１を有している。突片７
４１は、前後方向に沿って見たときに、Ｌ字状に形成されている（図１５参照）。具体的
には、突片７４１は、第１側壁部７１Ａの上端面７１８の右端から上方向へ突出し、さら
に左方へ延び出るように構成されている。その結果、突片７４１と上端面７１８とによっ
て隙間７４２が形成されている。隙間７４２は、第２の状態において、器具本体１０の突
片１３０が収容されるための空間である。突片７４１の前後方向における寸法は、第１側
壁部７１Ａの前後方向における寸法とおおむね同じである。
【００９７】
　この第１変形例においても、作業者は、第１の状態（図１５参照）から、図１５の矢印
で示されるように、第２係止部７４を軸にカバー本体７０を変位（回転）させることによ
り、カバー７の突片７４１の先端が傾斜面１３３上をスライド移動しながら凹部１３２に
入り込む。その結果、器具本体１０に対するカバー７の一端部（左端部）の保持が達成さ
れる。したがって、基本例と同様に、ねじ止め箇所の数が特許文献１の照明器具に比べて
少なく、カバー７の取付け作業性を向上することができる。
【００９８】
　特に、この第１変形例では、器具本体１０側に傾斜面１３３が設けられているため、作
業者は、この傾斜面１３３を目安にカバー本体７０を位置決めすることができる。要する
に、作業者は、器具本体１０の開口部１５を通じて露出した傾斜面１３３を目視しながら
、カバー７の第２係止部７４を器具本体１０側の傾斜面１３３へ近づけることができる。
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したがって、基本例のようにカバー７側に傾斜面が設けられている場合に比べて、カバー
７の取付け作業性をさらに向上することができる。
【００９９】
　なお、基本例では、２つのリブ７１７（図４参照）を設けることで、第１側壁部７１Ａ
の爪状突起７４０が配置される部位の厚み寸法が、残りの部位の厚み寸法よりも大きくな
るように設定されていた。この第１変形例においても、第１側壁部７１Ａの細長く延びる
１つの突片７４１が配置される部位の厚み寸法が、残りの部位の厚み寸法よりも大きくな
るように１つのリブを設けることが望ましい。
【０１００】
　ところで、突片７４１は、器具本体１０の爪状突起１３１と対応する位置にのみ設けら
れていてもよい。言い換えると、第１変形例のカバー７の第２係止部７４は、前後方向に
おいて互いに隙間を空けて沿って並ぶ２つの突片７４１を有していてもよい。この場合、
２つの突片７４１は、２つの凹部１３２にそれぞれ対応して係止する。
【０１０１】
　また、突片７４１の少なくとも一部は、孔７１１が貫通する貫通方向（上下方向）に沿
ってカバー７を見たときに、カバー本体７０と重なる位置に設けられていることが好まし
い。本実施形態では、突片７４１のおおむね全てが、上記貫通方向（上下方向）に沿って
カバー７を見たときに、カバー本体７０と重なる位置に設けられている。言い換えれば、
カバー７を下方から見たときに、突片７４１のおおむね全てがカバー本体７０の裏に隠れ
るように配置されている。このため、カバー７の取付け作業時等において突片７４１が他
の部材と接触して破損してしまう可能性を低減することができる。またこの場合、第２の
状態において、器具本体１０の左端の第２側板１３の左端面と第１カバー体７１の第１側
壁部７１Ａの左端面との間に生じる段差を抑えることができ、照明器具１の見栄えをよく
することができる。
【０１０２】
　（４．２）第２変形例
　基本例では、カバー７の第２係止部７４は、２つの爪状突起７４０を有していた。これ
に対して、第２変形例は、図１６に示すように、カバー７の第２係止部７４が、１つの爪
状突起７４０と、１つの補助突片７４３とを有している点で、基本例と異なる。また、第
２変形例は、器具本体１０の第１係止部１００が、爪状補助突起１３４をさらに有してい
る点で、基本例と異なる。
【０１０３】
　図１６では、非常用光源ユニット４、非常用電源ユニット５及び制御装置６の図示を省
略している。図１６中の２つの一点鎖線は、カバー７の取付け作業時におけるカバー７の
変位方向を示すものではなく、カバー７の補助突片７４３及び爪状突起７４０がそれぞれ
器具本体１０のどの位置に対応して保持されるかを示すものである。なお、第２変形例は
、第１係止部１００及び第２係止部７４以外の構成要素については、基本例と同じである
ため、同じ構成要素については同じ符号を付与してそれらの説明を省略する。
【０１０４】
　カバー７の補助突片７４３及び爪状突起７４０は、第１側壁部７１Ａの上端面７１８の
前端及び後端にそれぞれ配置されている。補助突片７４３及び爪状突起７４０は、基本例
の２つの爪状突起７４０と同様に、角筒状の一対のリブ７１７の上端面にそれぞれ設けら
れている。
【０１０５】
　カバー７の爪状突起７４０は、基本例の後端の爪状突起７４０と同じであるため説明を
省略する。カバー７の補助突片７４３は、第２の状態において、並び方向（左右方向）に
沿って非常用光源ユニット４から離れる向き（左向き）に突出する。補助突片７４３と第
１側壁部７１Ａの上端面７１８との間には、隙間７４４が形成されている。隙間７４４は
、第２の状態において、器具本体１０の突片１３０が収容されるための空間である。補助
突片７４３は、器具本体１０の幅方向（前後方向）において、爪状突起７４０及び上端面
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７１８によって形成された凹部７１９と並んで配置されている。
【０１０６】
　器具本体１０の爪状補助突起１３４は、カバー７の補助突片７４３が係止するように構
成されている。爪状補助突起１３４は、第２側板１３と一体となって形成されていること
が好ましい。爪状補助突起１３４は、例えば、第２側板１３の一部を切り起こすことによ
り形成されている。爪状補助突起１３４は、爪状に形成されている。すなわち、爪状補助
突起１３４は、突片１３０の上端面との間に、カバー７の補助突片７４３の先端が挿入さ
れるための補助凹部１３６を形成するように構成されている。爪状補助突起１３４は、第
１の状態でカバー７の補助突片７４３の先端と接触する補助傾斜面１３５を有する。補助
傾斜面１３５は、第２の状態において、非常用光源ユニット４に近づくほどカバー本体７
０から離れるように、並び方向（左右方向）に対して傾斜している。
【０１０７】
　第２変形例では、爪状補助突起１３４の先端が、上方へ折り曲げられており、その折り
曲げられた先端が補助ガイド部に相当する。そして、補助傾斜面１３５は、当該先端（補
助ガイド部）に設けられている。また、第２変形例では、爪状補助突起１３４の下表面が
、補助凹部１３６の第１補助内周面に相当し、突片１３０の上端面が、補助凹部１３６の
第１補助内周面と対向する第２補助内周面に相当する。そして、爪状補助突起１３４の下
表面と突片１３０の上端面とが対向する対向方向（上下方向）において、補助傾斜面１３
５と突片１３０の上端面との距離は、爪状補助突起１３４の下表面と突片１３０の上端面
との距離よりも大きい。
【０１０８】
　この第２変形例では、作業者は、第１の状態から、第２係止部７４を軸にカバー本体７
０を変位（回転）させることにより、器具本体１０の突片１３０の先端が凹部７１９内に
入り込む。さらに上記変位により、同時にカバー７の補助突片７４３の先端も補助傾斜面
１３５上をスライド移動しながら補助凹部１３６に入り込む。その結果、器具本体１０に
対するカバー７の一端部（左端部）の保持が達成される。したがって、基本例と同様に、
ねじ止め箇所の数が特許文献１の照明器具に比べて少なく、カバー７の取付け作業性を向
上することができる。
【０１０９】
　特に、この第２変形例では、器具本体１０側に補助傾斜面１３５が設けられているため
、作業者は、この補助傾斜面１３５を目安にカバー本体７０を位置決めすることができる
。要するに、作業者は、器具本体１０の開口部１５を通じて露出した補助傾斜面１３５を
目視しながら、カバー７の第２係止部７４を器具本体１０側の補助傾斜面１３５へ近づけ
ることができる。したがって、基本例のようにカバー７側にのみ傾斜面が設けられている
場合に比べて、カバー７の取付け作業性をさらに向上することができる。
【０１１０】
　なお、補助突片７４３の少なくとも一部は、爪状突起７４０と同様に、孔７１１が貫通
する貫通方向（上下方向）に沿ってカバー７を見たときに、カバー本体７０と重なる位置
に設けられていることが好ましい。本実施形態では、補助突片７４３のおおむね全てが、
上記貫通方向（上下方向）に沿ってカバー７を見たときに、カバー本体７０と重なる位置
に設けられている。言い換えれば、カバー７を下方から見たときに、補助突片７４３のお
おむね全てがカバー本体７０の裏に隠れるように配置されている。このため、カバー７の
取付け作業時等において爪状突起７４０及び補助突片７４３が他の部材と接触して破損し
てしまう可能性を低減することができる。またこの場合、第２の状態において、器具本体
１０の左端の第２側板１３の左端面と第１カバー体７１の第１側壁部７１Ａの左端面との
間に生じる段差を抑えることができ、照明器具１の見栄えをよくすることができる。
【０１１１】
　この第２変形例は、図１６に示すように、爪状補助突起１３４と補助突片７４３とが１
つずつ設けられているが、これらの数は１つに限定されず、２つずつ以上設けられていて
もよい。また、前後方向に沿って長く延びる１つの補助突片７４３が設けられて、１つの
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補助突片７４３が２つ以上の補助凹部１３６（２つ以上の爪状補助突起１３４）に対して
係止するように構成されていてもよい。
【０１１２】
　（５）利点
　以上説明したように、第１の態様に係る照明器具１は、常用照明を行う常用照明装置２
と、非常用照明を行う非常用照明装置３と、常用照明装置２及び非常用照明装置３を互い
に隣に並べて収容する器具本体１０とを備える。非常用照明装置３は、非常用光源ユニッ
ト４と、非常用電源ユニット５と、制御装置６と、カバー７とを備える。制御装置６は、
非常用電源ユニット５から供給される電力で非常用光源ユニット４を点灯する。カバー７
は、非常用光源ユニット４から放射される光が通過する孔７１１を有して非常用光源ユニ
ット４を覆う。器具本体１０は、常用照明装置２及び非常用照明装置３が並ぶ並び方向に
おける器具本体１０の一端に第１係止部１００を有する。カバー７は、カバー本体７０と
、第１係止部１００に保持される第２係止部７４と、第２係止部７４が第１係止部１００
に保持されたた状態でカバー本体７０を器具本体１０に固定する固定部７５と、を有する
。第２係止部７４は、並び方向におけるカバー本体７０の一端部に設けられている。固定
部７５は、並び方向におけるカバー本体７０の一端部とは反対側の他端部に設けられてい
る。第１係止部１００及び第２係止部７４の一方は、突片（１３０，７４１）を有する。
第１係止部１００及び第２係止部７４の他方は、突片が挿入して係止する凹部（７１９，
１３２）と、突片の凹部への挿入を案内するガイド部（ガイド部７４０Ｂ，爪状突起１３
１の先端）とを有する。凹部は、第１内周面と、第１内周面と対向する第２内周面とを有
する。ガイド部は、凹部の第１内周面と連続する一面を有し、第１内周面と第２内周面と
が対向する対向方向において、ガイド部の一面と第２内周面との距離が、第１内周面と第
２内周面との距離よりも大きい。
【０１１３】
　この構成によれば、特許文献１の照明器具と異なり、カバーとばね部材の両方を器具本
体にねじ止めするという作業が不要である。その結果、ねじ止め箇所の数が特許文献１の
照明器具に比べて少なく、カバー７の取付け作業性を向上することができる。特に、作業
者は、突片の先端をガイド部の上記一面に接触させて、第２係止部７４を軸としてカバー
本体７０を非常用光源ユニット４側に回転させることで、突片の先端を容易に凹部内に挿
入することができる。その結果、カバー７の取付け作業性がさらに向上される。
【０１１４】
　第２の態様に係る照明器具１に関して、第１の態様において、第１係止部１００は、突
片１３０を有し、突片１３０は、並び方向に沿って非常用光源ユニット４に近づく向きに
突出することが好ましい。第２係止部７４は、凹部７１９とガイド部７４０Ｂとを有し、
ガイド部７４０Ｂの一面は、傾斜面７４０１であることが好ましい。傾斜面７４０１は、
カバー７が非常用光源ユニット４を覆った状態において、カバー本体７０から離れるほど
器具本体１０の一端に近づくように、並び方向に対して傾斜していることが好ましい。
【０１１５】
　この構成によれば、カバー７の取付け作業において、第２係止部７４を軸としてカバー
本体７０を非常用光源ユニット４側に回転させることで、器具本体１０の突片１３０の先
端が傾斜面７４０１上をスライド移動して凹部７１９内へ挿入される。つまり、突片１３
０の先端の凹部７１９内への挿入をさらに容易に達成させることができる。そのため、カ
バー７の取付け作業性がさらに向上される。
【０１１６】
　第３の態様に係る照明器具１に関して、第２の態様において、カバー本体７０は、カバ
ー７が非常用光源ユニット４を覆った状態において突片１３０と対向する対向面（上端面
７１８）を一端部に有することが好ましい。第２係止部は、対向面から離れる方向に突出
する爪状突起７４０を有することが好ましい。爪状突起７４０は、カバー７が非常用光源
ユニット４を覆った状態において対向面との間で突片１３０を挟み込む一表面７４０２を
有することが好ましい。凹部７１９の第１内周面は、爪状突起７４０の一表面７４０２に
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よって構成され、凹部７１９の第２内周面は、対向面によって構成されていることが好ま
しい。この構成によれば、簡単な構造でありながらも、カバー７の取付け作業性の向上を
達成させることができる。
【０１１７】
　第４の態様に係る照明器具１に関して、第３の態様において、爪状突起７４０は、カバ
ー本体７０と一体となって形成されていることが好ましい。この構成によれば、爪状突起
７４０がカバー本体７０と別体となっている場合に比べて、部材点数を抑えることができ
る。
【０１１８】
　第５の態様に係る照明器具１に関して、第３の態様又は第４の態様において、爪状突起
７４０は、少なくとも２つ設けられていることが好ましい。この構成によれば、爪状突起
７４０の数が１つの場合に比べて、カバー７が器具本体１０に対してより安定して保持さ
れる。
【０１１９】
　第６の態様に係る照明器具１に関して、第５の態様において、２つの爪状突起７４０は
、上記並び方向及び上記対向方向に直交する器具本体１０の幅方向における、対向面（上
端面７１８）の両端にそれぞれ配置されていることが好ましい。この構成によれば、爪状
突起７４０の数を抑えながらも、カバー７が安定して保持される。
【０１２０】
　第７の態様に係る照明器具１に関して、第３の態様～第６の態様のいずれか１つにおい
て、爪状突起７４０の少なくとも一部は、孔７１１が貫通する貫通方向に沿って見たとき
に、カバー本体７０と重なる位置に設けられていることが好ましい。この構成によれば、
カバー７の取付け作業時等において爪状突起７４０が他の部材と接触して破損してしまう
可能性を低減することができる。
【０１２１】
　第８の態様に係る照明器具１に関して、第２の態様～第７の態様のいずれか１つにおい
て、第２係止部７４は、カバー７が非常用光源ユニット４を覆った状態において並び方向
に沿って非常用光源ユニット４から離れる向きに突出する補助突片７４３を、さらに有す
ることが好ましい。補助突片７４３は、上記並び方向及び上記対向方向に直交する器具本
体１０の幅方向において、凹部７１９と並んで配置されている。第１係止部１００は、補
助突片７４３が挿入して係止する補助凹部１３６と、補助突片７４３の補助凹部１３６へ
の挿入を案内する補助ガイド部（爪状補助突起１３４の先端）とを、さらに有することが
好ましい。補助凹部１３６は、第１補助内周面（爪状補助突起１３４の下表面）と、第１
補助内周面と対向する第２補助内周面（突片１３０の上端面）とを有する。補助ガイド部
は、補助凹部１３６の第１補助内周面と連続する補助傾斜面１３５を有することが好まし
い。第１補助内周面と第２補助内周面とが対向する対向方向において、補助傾斜面１３５
と第２補助内周面との距離が、第１補助内周面と第２補助内周面との距離よりも大きいこ
とが好ましい。補助傾斜面１３５は、カバー７が非常用光源ユニット４を覆った状態にお
いて、非常用光源ユニット４に近づくほどカバー本体７０から離れるように、並び方向に
対して傾斜していることが好ましい。
【０１２２】
　この構成によれば、作業者は、器具本体１０側に設けられた補助傾斜面１３５を目視し
ながら、カバー７の第２係止部７４を補助傾斜面１３５へ近づけることができる。その結
果、カバー７側にのみ傾斜面が設けられている場合に比べて、カバー７の取付け作業性を
さらに向上することができる。
【０１２３】
　第９の態様に係る照明器具１に関して、第１の態様において、第２係止部７４は、突片
７４１を有し、突片７４１は、カバー７が非常用光源ユニット４を覆った状態において並
び方向に沿って非常用光源ユニット４から離れる向きに突出することが好ましい。第１係
止部１００は、凹部１３２とガイド部（爪状突起１３１の先端）とを有し、ガイド部の一
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ット４を覆った状態において、非常用光源ユニット４に近づくほどカバー本体７０から離
れるように、並び方向に対して傾斜していることが好ましい。
【０１２４】
　この構成によれば、作業者は、器具本体１０側に設けられた傾斜面１３３を目視しなが
ら、カバー７の第２係止部７４を傾斜面１３３へ近づけることができる。その結果、カバ
ー７側に傾斜面が設けられている場合に比べて、カバー７の取付け作業性をさらに向上す
ることができる。
【符号の説明】
【０１２５】
　１　照明器具
　２　常用照明装置
　３　非常用照明装置
　４　非常用光源ユニット
　５　非常用電源ユニット
　６　制御装置
　７　カバー
　７１１　孔
　７１８　上端面（対向面）
　７１９　凹部
　７０　カバー本体
　７４　第２係止部
　７４０　爪状突起
　７４０Ｂ　ガイド部
　７４０１　傾斜面
　７４０２　一表面
　７４１　突片
　７４３　補助突片
　７５　固定部
　１０　器具本体
　１００　第１係止部
　１３０　突片
　１３１　爪状突起
　１３２　凹部
　１３３　傾斜面
　１３５　補助傾斜面
　１３６　補助凹部
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